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�「離島対策支援事業」って何ですか？�

A.　離島の場合、自動車リサイクル法に基づき自動車を処分する際、本土に比べて海上
輸送費を別に負担する必要があります。10月1日からは、自動車リサイクル法の離島対
策支援事業が、使用済自動車の海上輸送費（船賃）のうち8割を市町村に支援します。�

財団法人自動車リサイクル促進センター再資源化支援部�

市
で
は
、こ
の
制
度
を
活
用
し
、（財）
自
動

車
リ
サ
イ
ク
ル
促
進
セ
ン
タ
ー
の
支
援
を
受

け
て
、１０
月
１
日
か
ら
使
用
済
自
動
車
の
海

上
輸
送
費
の
８
割
を
、関
連
事
業
者
に
補

助
す
る
制
度
を
始
め
ま
す（
補
助
割
合
は

年
度
に
よ
っ
て
変
更
の
可
能
性
が
あ
り
ま
す
）。�

こ
の
補
助
制
度
に
よ
り
、市
民
の
皆
様
が

自
動
車
を
処
分
す
る
際
の
本
土
と
の
料
金

格
差
の
軽
減
を
図
り
ま
す
。�

〈
補
助
制
度
の
概
要
〉�

○
補
助
金
交
付
対
象
者�

補
助
金
の
交
付
を
受
け
る
こ
と
が
で
き

る
者
は
、自
動
車
リ
サ
イ
ク
ル
法
に
基
づ
く

引
取
業
者
、フ
ロ
ン
類
回
収
業
者
、解
体
業

者
お
よ
び
前
破
砕
業
者
と
し
ま
す
。�

※
そ
の
他
の
条
件
と
し
て
は
、年
間
を
通
し

て
継
続
的
か
つ
効
率
的
に
海
上
輸
送
を

行
い
、原
則
と
し
て
自
ら
船
会
社
に
海

上
輸
送
費
を
支
払
う
事
業
者
と
す
る

な
ど
の
条
件
が
あ
り
ま
す
。�

○
補
助
金
額�

使
用
済
自
動
車
等
を
引
き
渡
す
た
め
に

行
う
市
外
へ
の
海
上
輸
送
お
よ
び
船
へ
の

積
み
下
ろ
し
に
係
る
経
費
の
８
割
以
内
の

額
と
し
ま
す
。�

◆
問
い
合
わ
せ
先�

市
役
所
環
境
保
健
課�

廃
棄
物
対
策
係
　
　
６３
―
３
１
１
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　市では今年も高齢者のインフルエンザの一部公費負担制度の申し込みを受け付けます。冬に流行するインフルエンザは
この時期からの予防が大切です。費用の一部が公費で負担され、自己負担１，０５０円で予防接種が受けられます（１回のみ）。�
対象者 ①６５歳以上の方（６５歳の誕生日の前日から予防接種を受けられます）�
 ②６０～６５歳未満の方で心臓や腎臓、呼吸器に重い障害のある方�
 　（②は身体障害者手帳１級または医師の証明が必要です。主治医とご相談ください）�
予防接種実施期間 １０月１日～平成１８年３月３１日（１１月３０日までに接種することが望ましいです）�
 医療機関により実施日が異なりますので、直接医療機関に確認してください。�
申し込み先　接種を希望される方は、担当係の窓口へお越しください。９月３０日（金）から受け付けます。�
　※個人のインフルエンザ予防のため行うもので、義務ではありません。本人が希望する場合のみ接種を行います。�
　※本人の意思確認ができない場合は、原則として公費負担での接種は受けられません。�
　※接種を受ける前に必ず、申請時にお渡しするパンフレットをご覧になり、予防接種の目的を理解した上で受けてください。�
　※生活保護を受けている方は、福祉担当課が発行する被保護者証明書を手続きの際にご持参ください（自己負担は不要です）。�

問い合わせ先　市役所環境保健課健康増進係　　６３－３１１３　各支所福祉保健課または市民課福祉保健係�
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高齢者インフルエンザ予防接種が一部公費負担で受けられます�

指 定 管 理 者 を 募 集 し ま す �
★佐渡市トキ交流会館�
所在地　新穂潟上１１０１番１�
指定期間　�
　平成１８年４月１日�
　　　～２１年３月３１日（予定）�
問い合わせ先�
　環境保健課　トキ推進室�
　   ２２‐３１１１　ＦＡＸ２４‐６０１０�
�

★佐渡市小木テニスコート・�
　クラブハウス�
所在地　小木町２０４６番地�
指定期間�
　平成１８年４月１日～２１年３月３１日�
問い合わせ先�
　教育委員会　小木事務所�
　   ８６‐３１９１　ＦＡＸ８６‐３０９６�
�

◆募集要項配布期間�
　９月２０日（火）～３０日（金）�
◆申請受付期間�
　１０月１１日（火）～１４日（金）�
◆受付時間�
午前８時３０分～午後５時１５分（郵送の場
合は必着）その他申請の資格や、指定管
理者が行う主な業務については募集要項
を確認してください。�
�


